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(57)【要約】
【課題】内視鏡の管路に対して、清浄性に関する信頼性
が高い評価結果を得ることが可能な内視鏡用洗浄消毒評
価装置を提供する。
【解決手段】内視鏡２の挿入部５内に設けられた管路８
の手元側の挿入口９には、剥離液３ｄを収納した剥離液
ユニット３の接続口金部３ｃが接続され、管路８の先端
開口が設けられた挿入部５の先端部５ａは、内部にフィ
ルタ１６が配置された菌回収容器１１の上蓋１２に設け
た開口に、シール膜１７により外部と密閉状態で取り付
けられる。シリンジ１３による吸引操作により、剥離液
３ｄは挿入口９内に吸引され、管路８を経て先端開口か
らさらにフィルタ１６でトラップされる。このフィルタ
１６に培地を与えて培養し、その結果を観察し、菌の有
無により清浄性に対する評価結果を得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の管路の一方の開口に外部と略密閉状態で取り付けられ、該一方の開口から管路
内に注入される剥離液を収納した剥離液収納手段と、
　前記管路の他方の開口側に外部と略密閉状態で取り付けられ、前記管路を通り、前記他
方の開口から出る前記剥離液を濾過する際に、該剥離液中に含まれる菌をトラップするフ
ィルタが内部に配置された菌回収容器と、
　前記フィルタでトラップした菌を、外部と略密閉状態に設定して培養する培地を与える
培地付与手段と、
　を備えたことを特徴とする内視鏡用洗浄消毒評価装置。
【請求項２】
　前記剥離液収納手段に収納された前記剥離液は、前記菌回収容器に設けられた開口に外
部と略密閉状態で接続される吸引手段による吸引操作により、前記管路を通り、前記菌回
収容器内のフィルタにより濾過されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用洗浄消
毒評価装置。
【請求項３】
　前記剥離液収納手段は、該剥離液収納手段に収納された前記剥離液を前記一方の開口内
に注入する剥離液注入手段であり、該剥離液注入手段により前記一方の開口から前記管路
内に注入された剥離液は、該管路を通り、前記菌回収容器内のフィルタにより濾過される
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用洗浄消毒評価装置。
【請求項４】
　前記フィルタは、前記菌回収容器から着脱自在であることを特徴とする請求項１から３
のいずれかの請求項に記載の内視鏡用洗浄消毒評価装置。
【請求項５】
　前記菌回収容器は、外部から光学的に観察可能とする透明部材で形成されることを特徴
とする請求項１から４のいずれかの請求項に記載の内視鏡用洗浄消毒評価装置。
【請求項６】
　前記培地付与手段は、前記菌回収容器に外部と略密閉状態で注入口が装着され、培地を
前記菌回収容器内に注入するシリンジにより構成されることを特徴とする請求項１から５
のいずれかの請求項に記載の内視鏡用洗浄消毒評価装置。
【請求項７】
　前記培地付与手段は、前記菌をトラップしたフィルタが載置される培地を収納した培地
収納容器により構成されることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡用洗浄消毒評価装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄消毒装置による内視鏡の洗浄消毒の品質を評価する内視鏡用洗浄消毒評
価装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は医療用分野及び工業用分野において広く用いられるようになっている。
通常の内視鏡は、内視鏡検査に繰り返し使用されるため、内視鏡検査に使用された内視鏡
は、洗浄消毒装置による洗浄消毒の処理が行われる。　
　そして、洗浄消毒の処理により、清浄にされた内視鏡により、次の内視鏡検査に使用さ
れる。　
　このように洗浄消毒装置により、内視鏡は、洗浄消毒の処理が行われるが、その品質を
確認或いは評価するために、適宜の期間毎に洗浄消毒の処理が行われた内視鏡に対して、
特に内視鏡の管路の洗浄消毒の品質（換言すると清浄性）を評価する検査を行うことが望
まれる。
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【０００３】
　従来は、内視鏡の管路の清浄性を評価する場合、その管路の一方の開口からシリンジで
滅菌された滅菌水を注入し、その管路が開口する内視鏡先端部をビーカ等の回収容器内に
入れて、管路内を通過した滅菌水をこの回収容器で回収液として回収していた。　
　そして、回収後に、この回収液を菌のみをトラップするフィルタにより濾過し、さらに
このフィルタを培地でフィルタに付着した菌を培養する。そして、その培地による培養結
果から清浄性を評価するようにしていた。　
　このように従来例では、清浄性を評価するためにユーザにとって多数の作業が必要にな
り、また解放系の状態で行っていたので、クリーンルーム等でこれらの作業を行わないと
、作業中に例えば空気中に浮遊する雑菌により汚染される場合がある。
【０００４】
　一方、特開２００６－３２６２２５号公報には、管路を備えた内視鏡を模した中空体と
、中空体の滅菌評価を行うためのバイオロジカルインジケータを収納する第１の収納部と
、このバイオロジカルインジケータに付着した菌を培養するための培養液を収納する第２
の収納部を設けた評価装置が開示されている。　
　そして、内視鏡と共に、この評価装置を同じ滅菌装置で滅菌処理することによって、実
際の内視鏡を用いることなく滅菌装置での内視鏡に対する滅菌評価を行うようにしている
。　
　なお、特開平１１－１３３０３０号公報には、蛋白質が固着している可能性がある物品
の表面に酸性色素溶液を付着させた後、この酸性色素溶液を物品表面から洗浄除去し、洗
浄後の物品表面に所定量のアルカリ性抽出液を接触させ、この抽出液を回収し、該抽出液
中に溶出する酸性色素によって前記物品表面の蛋白固着物の有無ないし固着度合いを検出
する検出方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００６－３２６２２５号公報
【特許文献２】特開平１１－１３３０３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特開２００６－３２６２２５号公報の場合には、実際の内視鏡を模した
中空体を備えた評価装置が必要となる。このため、内視鏡の種類毎に、内視鏡を模した評
価装置が必要となってしまう。　
　一方、特開平１１－１３３０３０号公報の方法は、解放系で前記物品表面の蛋白固着物
の有無ないし固着度合いを検出する方法のため、上述した従来例の場合と同様にこの方法
を行っている最中に、例えば周囲の空気中から雑菌等が混入する可能性が高く、信頼性が
低下する欠点がある。　
　このため、クリーンルーム等を必要とすることなく、信頼性の高い評価ができる装置が
要望される。　
　また、簡単な作業或いはプロセスで信頼性の高い評価結果が得られると、ユーザによる
その作業を行う負担を軽減できるため望ましいものとなる。
【０００６】
　本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、内視鏡の管路に対して、信頼性が高い清
浄性に関する評価結果を得ることが可能な内視鏡用洗浄消毒評価装置を提供することを目
的とする。　
　また、内視鏡の管路に対して、簡単な作業により、信頼性が高い清浄性に関する評価結
果を得ることが可能な内視鏡用洗浄消毒評価装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の内視鏡用洗浄消毒評価装置は、内視鏡の管路の一方の開口に外部と略密閉状態
で取り付けられ、該一方の開口から管路内に注入される剥離液を収納した剥離液収納手段
と、
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　前記管路の他方の開口側に外部と略密閉状態で取り付けられ、前記管路を通り、前記他
方の開口から出る前記剥離液を濾過する際に、該剥離液中に含まれる菌をトラップするフ
ィルタが内部に配置された菌回収容器と、
　前記フィルタでトラップした菌を、外部と略密閉状態に設定して培養する培地を与える
培地付与手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、内視鏡の管路に対して、清浄性に関する信頼性が高い評価結果を得る
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。　
　図１から図６Ｂは本発明の実施例１に係り、図１は実施例１の内視鏡用洗浄消毒評価装
置を使用例で示し、図２は内視鏡用洗浄消毒評価装置をキット状態で示し、図３は評価す
る手順を示し、図４は剥離液を回収する状態での菌回収ユニット部分を示す。　
　図５は培地液を注入している状態での菌回収ユニット部分を示し、図６Ａは内視鏡用洗
浄消毒評価装置を、送気管路と送水管路に適用した様子を示し、図６Ｂは内視鏡用洗浄消
毒評価装置を吸引管路に適用した様子を示す。　
　図１に示すように本発明の実施例１の内視鏡用洗浄消毒評価装置（以下、単に評価装置
と略記）１は、内視鏡２の洗浄消毒の評価対象となる管路の一方の端部に着脱自在に装着
される剥離液ユニット３と、他方の端部に装着される菌回収ユニット４とを備える。　
　内視鏡２は、内視鏡検査のために体腔内に挿入される細長の挿入部５と、この挿入部５
の後端に設けられた操作部６と、この操作部６から延出されるユニバーサルケーブル７と
を有する。
【００１０】
　また、挿入部５内には図示しない処置具を挿通する処置具用チャンネルと呼ばれる管路
８が設けられており、この管路８の先端は挿入部５の先端面で開口し、またこの管路８の
後端側は操作部６の前端付近の処置具挿入口（以下、挿入口と略記する）９で開口する（
使用されない場合には栓で閉塞されている）。　
　そして、内視鏡検査に使用された内視鏡２は、洗浄消毒装置や滅菌装置により洗浄消毒
或いは滅菌（以下、洗浄消毒により滅菌の場合も含めて略記）される。　
　洗浄消毒がされた内視鏡２に対して、確実に洗浄消毒がされたか否かを評価或いは確認
しようとする場合には、図１に示すように内視鏡２に評価装置１を接続（装着）する。　
　剥離液ユニット３は、密閉された容器３ａ内に清浄な剥離液３ｄが収納されており、こ
の容器３ａの先端のキャップにはチューブ３ｂの一端側が固定され、このチューブ３ｂの
他端には内視鏡２の洗浄消毒（換言すると清浄性）に関する評価対象となる管路８の一端
に脱自在に接続する接続口金部３ｃが設けられている。
【００１１】
　図１の例では管路８の一端として、具体的には挿入口９であり、この挿入口９に接続口
金部３ｃが例えば圧入により外部と密閉された状態で着脱自在に接続される。　
　なお、チューブ３ｂを延出することなく、剥離液ユニット３に接続口金部３ｃを設けて
、剥離液ユニット３を挿入口９に接続する構成にしても良い。また、剥離液ユニット３に
おける剥離液を収納する容器３ａは、例えば圧力等で変形する可撓性の容器で形成されて
いる。　
　また、この管路８の他端が開口する挿入部５の先端部５ａには、菌回収ユニット４が着
脱自在に接続される。　
　この菌回収ユニット４は、内部に空間部が形成された例えば円環形状の菌回収容器１１
と、この菌回収容器１１における開口する上端を閉塞する上蓋１２と、菌回収容器１１の
底部に設けた開口する口金に着脱自在で接続され、吸引操作により剥離液３ｄを管路８を
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通して回収する吸引手段及び回収手段としてのシリンジ１３と、後述するように培地液１
４を注入するシリンジ１５（図２，図５参照）とを備える。
【００１２】
　また、菌回収容器１１内には、適宜の高さ位置における内周面に周溝が形成され、剥離
液３ｄを通し、菌を通過させないでトラップ（捕捉）する微小な開口が多数形成されたフ
ィルタ１６が取り付けられている。このフィルタ１６は、周溝に着脱自在である。　
　そして、菌をトラップしたフィルタ１６に対しては、培地付与手段としての上記シリン
ジ１５により培地液１４が注入により付与されることになる。　
　また、上蓋１２における例えば中央付近には、上方に突出する口金が設けられ、この口
金にはその開口を覆うシール膜１７が取り付けられている。　
　このシール膜１７は、例えば口金に密着する円環部と、この円環部の上端側が例えば円
錐形に突出し、その中央部に例えば十字の切込が形成され、この切込により、開閉自在に
開口する開閉部が設けられている。
【００１３】
　この切込による開閉部は、通常はシール膜１７を形成する弾性を有する部材の弾性力に
より、切込部分が互いに接触して内部が密閉された状態を維持し、内視鏡２の先端部５ａ
で押圧することにより、切込が開口し、先端部５ａを内側に通す。また、この場合、切込
部分は先端部５ａの外周面に密着し、外部と密閉された状態を維持する。　
　なお、この切込部分は、通常は、例えば図５に示すように先端部を拡開させた形状にし
ているが、このような形状の場合に限定されるものでなく、先端部５ａにより押圧された
際、切込部分が押在変形して内側に拡開する構成にしても良い。
【００１４】
　また、密閉する機能をより向上させるために、例えば切込部分に粉末状磁石等を混入し
、押圧されない場合や、先端部５ａが挿入された状態においても、隣接する切込部分とが
磁力で互いに吸着する（密閉する機能を向上するような）構成にしても良い。　
　また、このような構造の開閉部に限らず、シール膜１７の中央部に先端部５ａを圧入な
どにより密着して通す開口部を設け、その開口部を蓋で開閉自在に閉塞する構成にしても
良い。或いは、上蓋１２の口金の開口部分に先端部５ａを圧入可能とするように、先端部
５ａの外径よりも若干小さい内径の弾性部材で構成し、先端部５ａを挿入しない場合には
、その開口部分を蓋等で閉塞する構成にしても良い。　
　なお、評価装置１は、使用前の状態としては例えば図２に示すように滅菌された透明な
プラスチック製等の袋１８内に収納されて、評価に必要な部材が全て揃えられた評価キッ
トとして用意されている。そして、この袋１８から取り出して簡単に内視鏡２の管路に菌
が残留しているか否か、つまり清浄性を評価することができるようにしている。
【００１５】
　なお、袋１８内には、例えば剥離液３ｄが充満された剥離液ユニット３と、例えば菌回
収容器１１にシリンジ１３が装着された状態の菌回収ユニット４と、培地液１４が注入さ
れた状態のシリンジ１５とが収納されている。　
　そして、剥離液ユニット３は、接続口金部３ｃがシールテープ等で気密にシールされ、
また、菌回収ユニット４は、菌回収容器１１とシリンジ１３との接続部がシールテープ等
で気密にシールされ、（かつ接続部の状態が可動しないように）固定されている。　
　また、シリンジ１５も、その先端開口部がシールテープ等で気密にシールされ、かつ培
地液１４が注入された状態のシリンジ円筒容器と、これにスライドして可動する可動部分
とがシールテープ等で固定されている。　
　そして、シールテープ等を取り外すことにより、評価する状態に設定する作業を簡単に
行えるようにしている。
【００１６】
　なお、図２に示す例に限定されるものでなく、例えばシリンジ１３を菌回収ユニット４
に装着しない状態に分離したり、培地液１４をシリンジ１５とは別の容器に収納した状態
にしても良い。　
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　次に図３を参照して内視鏡２の管路の（洗浄消毒の処理に対する）清浄性を評価する方
法を説明する。ここでは、処置具チャンネルの管路８の清浄性を評価する例で説明するが
他の送気管路や送水管路の場合にも同様に適用することができる。　
　ユーザは、清浄性を評価しようとする内視鏡２を洗浄消毒された収納庫等から取り出す
。また、ユーザは、袋１８から剥離液ユニット３及び菌回収ユニット４を取り出す。　
　そして、ユーザは、図３のステップＳ１に示すように、（評価対象となる）管路８の一
方の端部と他方の端部側に剥離液ユニット３及び菌回収ユニット４をそれぞれ装着する。
　具体的には挿入口９に剥離液ユニット３を装着し、先端部５ａに菌回収ユニット４を装
着（或いは菌回収ユニット４に先端部５ａを装着）する。
【００１７】
　装着された状態は、図１に示すようになり、挿入口９に剥離液ユニット３が装着された
部分と先端部５ａに菌回収ユニット４を装着した部分とは（開放系では無い）密閉系或い
は閉鎖系で評価をする状態に設定される。このため、解放系の場合に発生する空気中から
の雑菌等による汚染の影響を解消（排除）できる。　
　次にユーザはステップＳ２に示すように菌回収ユニット４に装着されたシリンジ１３の
可動部を操作、つまりこのシリンジ１３の内部に吸引する負圧の空間を作るように吸引操
作をする。この吸引操作により、剥離液ユニット３内の剥離液３ｄは、挿入口９側に吸引
され、この挿入口９から管路８内を通過する。
【００１８】
　なお、この吸引操作により、剥離液ユニット３の容器３ａを変形させて、この容器３ａ
内部の剥離液３ｄを挿入口９から管路８内に、より注入され易くなるようにしても良い。
　そして、先端部５ａの管路８の先端開口から、その先端開口が外部と密閉状態で装着さ
れた菌回収ユニット４内に取り込まれる剥離液３ｄを、菌回収容器１１内に配置したフィ
ルタ１６を通して（つまり濾過して）シリンジ１３内に回収する。
【００１９】
　この様子を図４に示す。このようにシリンジ１３による吸引操作により、管路８を通っ
て管路内面の付着物を剥離する剥離液３ｄを菌回収容器１１内に配置されたフィルタ１６
により濾過する。そして、この濾過により剥離液３ｄ中に含まれる菌は、このフィルタ１
６によりトラップされて、フィルタ１６の上面側に残ることになる。　
　ユーザは、シリンジ１３を吸引して予め設定された量だけ、剥離液３ｄをシリンジ１３
内に回収したら、内視鏡２の先端部５ａをこの菌回収ユニット４から外す。内視鏡２の先
端部５ａを菌回収ユニット４から外した場合、菌回収ユニット４の上端の口金部分はシー
ル膜１７に設けた開閉部により密閉された状態になる。　
　また、回収に用いたシリンジ１３も菌回収容器１１から外す。
【００２０】
　そして、ユーザは、袋１８から培地液１４が注入された状態のシリンジ１５を取り出し
、ステップＳ３に示すようにこのシリンジ１５の注入口を菌回収容器１１に装着する。　
　また、ユーザは、このシリンジ１５の可動部を操作して、シリンジ１５内に収納されて
いる培地液１４を菌回収容器１１側に注入する。図５は、シリンジ１５を装着して培地液
１４を菌回収容器１１内に注入している様子を示す。　
　培地液１４を注入すべき所定量としては、この培地液１４がフィルタ１６に届くまでの
量が目安となる。なお、図５の状態においては、培地液１４がフィルタ１６に届く手前の
状態であり、シリンジ１５の可動部をさらに押し出す操作を行えば良い。　
　シリンジ１５に、上記所定量に対応した目盛り位置にマークを施し、ユーザは、シリン
ジ１５の可動部（ピストン）を、マークされた目盛位置まで押し出すことによりその状態
に設定できるようにしても良い。或いは可動部を可動範囲の上限まで押し出すことにより
、培地液１４がフィルタ１６に届くように設定しても良い。
【００２１】
　また、菌回収容器１１を光学的に透明部材で形成し、培地液１４が注入される様子をユ
ーザが確認できるようにしても良い。　
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　なお、菌回収容器１１からシリンジ１３を外してシリンジ１５を装着するまでの時間、
菌回収容器１１の底面の口金が外部に解放した状態になるが、その交換を迅速に行うこと
により、その時間内での雑菌の混入を十分に低減できる。つまり、実質的に密閉系の状態
を維持できる。　
　さらに、雑菌の混入を低減ないしは解消するために、この口金部分にも上述したシール
膜１７のような開閉部を取り付けるようにしても良い。　
　なお、ステップＳ３の後に、シリンジ１５を菌回収容器１１から外す場合には、培地液
１４が外部に流れるような場合には、上記のようにシール膜を取り付けて流出を防止する
機能も兼ねるようにしても良い。
【００２２】
　ステップＳ３のように培地液１４を菌回収容器１１内に所定量、注入した後、ステップ
Ｓ４に示すようにユーザは、この菌回収容器１１を適当な載置場所に載置する等して、フ
ィルタ１６に菌が捕捉されている場合、その菌を培地液１４で培養或いは繁殖させる状態
に設定する。
【００２３】
　そして、ユーザは、所定の時間後にこの菌回収容器１１のフィルタ１６の表面を観察す
る。　
　なお、上蓋１２は、例えば光学的に透明な材質の部材で形成されており、上蓋１２を取
り外すことなく、フィルタ１６の表面の観察ができる。　
　そして、ユーザは、ステップＳ５に示すようにフィルタ１６の表面の観察により、洗浄
消毒の処理に対する品質、つまり清浄性に関する評価ができる。　
　具体的には、フィルタ１６の表面の観察により、菌の繁殖が視認できない程度の観察結
果の場合には、洗浄消毒（滅菌を含む）の処理が十分、つまり清浄性が確保された状態で
あり、菌の繁殖が視認できる程度の観察結果の場合には、洗浄消毒の処理が不十分、つま
り清浄性が不十分であるという評価結果を得ることができる。
【００２４】
　なお、培地液１４により菌を培養或いは繁殖させるための上記所定時間としては、この
ようにフィルタ１６の表面の観察により、菌の繁殖が視認できる程度で在るか否かの観察
結果自体が、清浄性の評価結果に対応するように予め適切な値に設定するようにしても良
い。この場合、より精度の高い評価を行えるように（菌回収容器１１を載置しておく）時
間と共に、温度の条件も規定するようにしても良い。　
　このように本実施例によれば、ユーザは簡単な作業で、実質的に密閉系の状態で、洗浄
消毒がされた内視鏡２の管路８に対して、消毒等が十分であったか否か、つまり清浄性に
関する、より信頼性の高い評価結果を得ることができる効果がある。この場合、クリーン
ルームを必要としないで、簡単に信頼性の高い評価結果を得ることができる。　
　本実施例の変形例として、フィルタ１６に予め蛋白質検出液を含浸させておき、図３に
おけるステップＳ２の後に蛋白質検出結果による簡易的な評価結果を得ることができるよ
うにしても良い。
【００２５】
　この蛋白質検出液としては、生物が有するＡＴＰ（Adenosine TriPhosphate：アデノシ
ン三リン酸）を検出するようにしても良い。　
　また、上述の実施例では、一端が挿入口９で、その他端が挿入部５の先端部５ａに開口
する処置具チャンネルと呼ばれる管路８の場合で説明したが、他の管路に対しても清浄性
に関する評価を行うこともできる。　
　図６Ａ、図６Ｂは実施例１の他の管路部分への適用例を示す。図６Ａの適用例では、剥
離液ユニット３を操作部６における送気送水スイッチを外した送気送水用開口に装着して
送気管路１９ａ、送水管路１９ｂに対する洗浄消毒の評価を行う様子を示す。　
　送気管路１９ａ、送水管路１９ｂは、挿入部５内に形成され、挿入部５の先端側で合流
して図示しないノズルに至る。このノズルは、先端部５ａの先端面において他方が開口す
る。
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【００２６】
　従って、図１から図５において説明したのと同様の動作（但し、挿入口９部分が異なる
）により、シリンジ１３による吸引の操作により、操作部６において開口する一方の開口
から剥離液３ｄを送気管路１９ａ、送水管路１９ｂ内を通す。そして、先端部５ａ側から
出てくる剥離液３ｄを菌回収ユニット４内のフィルタ１６を通す。フィルタ１６で菌を回
収した後の操作（作業）は、管路８の場合と同様であり、送気管路１９ａ及び送水管路１
９ｂに対する洗浄消毒に対する評価結果を得ることができる。　
　また、図６Ｂに示すように、ユニバーサルケーブル７の端部のコネクタ７ａに設けられ
た例えば吸引口金２０ａに剥離液ユニット３を装着して、吸引管路２０ｂの洗浄消毒の評
価を行うようにしても良い。　
　この吸引管路２０ｂは、ユニバーサルケーブル７及び操作部６を経て、挿入口９の内側
の管路８と連通する。換言すると管路８は、挿入部５の後端付近において、挿入口９側に
延びるものと、操作部６側に延びる吸引管路２０ｂとに分岐する。　
　そして、図１から図５において説明したのと同様の動作（但し挿入口９部分が異なる。
またこの挿入口９はこの場合、栓で閉塞すると良い。）により、この吸引管路２０ｂの洗
浄消毒に対する評価を行うことができる。　
　このように本実施例によれば、簡単な作業で清浄性に関する信頼性が高い評価結果を得
ることができる。
【００２７】
（実施例２）
　次に図７を参照して本発明の実施例２を説明する。図７は実施例２の評価装置１Ｂを使
用例の状態で示す。実施例１においては、吸引手段により内視鏡２の挿入部５の先端部５
ａ側で剥離液３ｄを吸引することにより、剥離液３ｄを管路の一方の開口から他方の開口
まで通す構成であった。これに対して、本実施例は、剥離液注入手段による注入の操作に
より、剥離液３ｄを一方の開口から他方の開口まで管路を通す構成にしたものである。　
　図７に示すように本実施例の評価装置１Ｂは、図１或いは図２に示す評価装置１におい
て、剥離液ユニット３における剥離液３ｄを収納した容器３ａの代わりに剥離液３ｄを収
納した剥離液注入手段としてのシリンジ２２ａを採用した剥離液ユニット２２が用いられ
る。　
　そして、ユーザは、このシリンジ２２ａにおける可動部を押し出す操作を行うことによ
り、シリンジ２２ａから押し出される剥離液３ｄを、このシリンジ２２ａが（接続口金部
３ｃを介して）装着された挿入口９から管路８側に送り出し（送液し）、この管路８の他
方の端部となる先端部５ａの管路８の開口から菌回収ユニット４Ｂ側に送り出す。
【００２８】
　なお、剥離液注入手段は、シリンジ２２ａの場合に限定されるものでなく、例えば実施
例１における容器３ａを軟性の部材で形成し、ユーザがこの容器３ａを凹ませる操作を行
うことにより、内部の剥離液３ｄを、一方の開口としての挿入口９から管路８内に注入す
る構成にしても良い。　
　また、本実施例における菌回収ユニット４Ｂは、実施例１における菌回収ユニット４に
おいて、菌回収容器１１の底部にはシリンジ１３の代わりに培地液１４を収納したシリン
ジ１５が装着されている。　
　また、菌回収容器１１は、フィルタ１６を通した剥離液を回収する回収容器２３と例え
ばチューブ２４を介して接続されている。また、本実施例は、実施例１におけるシリンジ
１３を有しない構成である。その他の構成は、実施例１と同様である。　
　実施例１においては、管路８を通し、さらにフィルタ１６を通した剥離液３ｄを、菌回
収容器１１の底部に接続したシリンジ１３内に回収していたが、本実施例ではチューブ２
４を介して回収容器２３内に回収する。
【００２９】
　また、本実施例では最初から菌回収容器１１の底部には、培地液１４を収納したシリン
ジ１５が装着されているので、実施例１におけるシリンジ１３、１５の交換作業を必要と
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することなく、シリンジ１５を操作して培地液１４を押し出してフィルタ１６にトラップ
した菌を培地液で培地する状態に設定できる。　
　つまり、本実施例においては、菌を回収した後、シリンジの交換作業を必要としないで
、直ちにシリンジ１５を操作して培地液１４を押し出してフィルタ１６にトラップした菌
を培地液で培地する状態に設定できる。なお、フィルタとしてメンブレンフィルタを採用
しても良い。　
　本実施例の評価装置１Ｂによる評価の手順は、図８に示すようになる。図８の手順は図
３に類似している。　
　最初のステップＳ１１に示すように内視鏡２の管路８の一方の端部と他方の端部側に剥
離液ユニット２２と菌回収ユニット４Ｂを装着する。
【００３０】
　このステップＳ１１は、図３のステップＳ１と同じである。但し、ここでは剥離液ユニ
ット３の代わりに剥離液ユニット２２，菌回収ユニット４の代わりに菌回収ユニット４Ｂ
を用いる。　
　次のステップＳ１２において、シリンジ２２ａの可動部を操作して、シリンジ２２ａ内
の剥離液３ｄを押し出し、押し出された剥離液３ｄを管路８内に注入し、注入された剥離
液３ｄを管路８を通す。そして、先端部５ａから菌回収ユニット４Ｂ内に出てきた剥離液
３ｄをフィルタ１６で濾過した後、チューブ２４を介して回収容器２３で回収する。　
　次のステップＳ１３において、培地液１４を収納したシリンジ１５を操作して菌回収容
器１１内に培地液１４を注入する。本実施例においては、剥離液３ｄを回収する回収容器
２３と培地液１４を収納したシリンジ１５を別体で形成し、また剥離液３ｄを菌回収容器
１１にチューブ２４で接続された回収容器２３で回収しているので、剥離液３ｄを回収容
器２３で回収した後、直ちに培地液１４の注入を行うことができる。
【００３１】
　この作業後のステップＳ１４及びＳ１５は、図３のステップＳ４及びＳ５と同じである
。　
　本実施例は、実施例１におけるシリンジ１３，１５の交換作業を必要としないで、より
簡単な作業で清浄性に関する評価結果を得ることができる。また、交換作業を必要としな
いので、より確実に密閉系或いは閉鎖系の状態を維持できる。従って、より信頼性の高い
評価結果を得ることができる。　
　本実施例の第１変形例として以下のような構成にしても良い。本変形例は、図７におけ
る菌回収ユニット４Ｂの代わりに、図９Ａに示すような菌回収ユニット４Ｃが採用されて
いる。この菌回収ユニット４Ｃにおいては、フィルタ１６は、上蓋１２の下端に取り付け
られている。
【００３２】
　なお、本変形例の菌回収ユニット４Ｃにおいては、以下に説明するように培地液を注入
する作業は、不要となるため、菌回収容器１１には図７の（培地液を注入する）シリンジ
１５が接続されていないし、また、このシリンジを接続する注入口も設けてない。　
　また、図９Ａにおいては、フィルタ１６を通した剥離液を菌回収容器１１に接続された
チューブ２４を介して（図７に示す）回収容器２３内に回収する構成例で示しているが、
この菌回収容器１１内部に回収しても良い。
【００３３】
　この構成の場合には、チューブ２４及び（図７に示す）回収容器２３が不要となる。ま
た、この場合にはチューブ２４を接続する（菌回収容器１１の）口金も不要となる（この
構成を菌回収ユニット４Ｃ′として後述する図１０Ｂで示している）。　
　管路８を通した剥離液３ｄを、フィルタ１６で濾過した後においては、内視鏡２を菌回
収ユニット４Ｃから外すと共に、図９Ｂに示すようにフィルタ１６を取り付けた上蓋１２
を菌回収容器１１から外す。
【００３４】
　そして、図９Ｃに示すように図９Ｂの上蓋１２のフィルタ１６を、培地３４（或いは培
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地液）が収納された培地容器２５の上面に押しつける。そして、フィルタ１６を培地３４
に残し、さらに図９Ｄに示すように培地容器２５の上面を上蓋２５ａで覆い、内部に雑菌
が入らないように設定して、所定時間後に観察する。　
　本変形例は菌回収容器１１から、フィルタ１６を取り付けた上蓋１２を外したり、培地
容器２５にフィルタ１６を押しつける作業の際に解放系の状態になるが、短い時間でこれ
らの作業を行うと、密閉系に近い状態を確保できる。密閉系に近い状態を確保できるので
、信頼性の高い評価結果を得ることができる。　
　また、以下に説明する第２変形例のような構成にしても良い。
【００３５】
　図１０Ａは内視鏡２の挿入口９に剥離液を収納したシリンジ２２ａを直接、接続（装着
）し、その際装着部を外部から密閉された状態にする。そして、このシリンジ２２ａから
剥離液を押し出し、挿入口９から管路８内に剥離液を注入する。　
　また、この管路８を通し、先端開口となる挿入部５の先端からでる剥離液を、回収容器
２６内に回収する。この場合、回収容器２６の開口する上端側をシール部材２７により密
閉し、周囲や空中から雑菌などが回収容器２６内に混入することを防止する。　
　なお、図１０Ａの図示例においては、回収容器２６内に剥離液３ｄを回収した状態で示
している。　
　また、この回収容器２６の底部付近には、例えば開閉するコック２８を備えた口金２９
が設けられている。なお、口金２９の端部には、この口金２９の端部を清浄な状態に密閉
するシールキャップが取り付けられている。
【００３６】
　そして、管路８を通った剥離液を回収する場合にも、密閉系の状態を維持する。　
　図１０Ａのような密閉系の状態で、回収容器２６内に回収された剥離液３ｄを、図１０
Ｂに示すように、シールキャップを外した口金２９を例えば図９Ａで説明した菌回収ユニ
ット４Ｃの変形例の菌回収ユニット４Ｃ′の上部の開口内に挿入する。　
　そして、コック２８を開にして、剥離液を菌回収ユニット４Ｃ′の内部に注入し、フィ
ルタ１６で濾過する。その後は、上記第１変形例と同様の手順で評価結果を得ることがで
きる。
【００３７】
　本変形例も実質的に密閉系の状態に保って清浄性に関して、信頼性の高い評価結果を得
ることができる。　
　なお、図１０Ａでは、回収容器２６にコック２８を備えた口金２９を設けた例で説明し
たが、コック２８を設けることなく、シリンジ内に剥離液を収納（回収）して、このシリ
ンジに収納した剥離液を例えば図１０Ｂに示すように菌回収ユニット４Ｃ′内に注入して
フィルタ１６を通すようにしても良い。
【００３８】
（実施例３）
　次に図１１を参照して本発明の実施例３を説明する。図１１は実施例３の評価装置１Ｄ
を示す。この評価装置１Ｄは、内視鏡２の挿入口９から管路８内に挿入され、管路８の内
面の付着物を採取する例えば綿付き管路ブラシ３１と、挿入部５の先端側部分を密閉する
試薬入り先端キャップ３２とを有する。なお、綿付き管路ブラシ３１及び試薬入り先端キ
ャップ３２を図２に示したように清浄な袋１８内に収納して評価を行う評価キットを形成
するようにしても良い。　
　綿付き管路ブラシ３１は、例えばワイヤ３１ａの先端に管路８の内面（内壁）をこする
ことにより、内面に付着した汚れ物質を採取する採取部として例えばカプセル形状の綿で
形成された綿部３１ｂが設けられている。また、ワイヤ３１ａの後端には、ユーザが把持
操作する例えばリング形状部が設けてある。　
　なお、採取部としての綿部３１ｂは、綿を用いたものに限定されるものでなく、スポン
ジ等の海面形状のものでも良い。また、この綿部３１ｂは、液体を含浸し易く、伸縮性に
富む部材で形成されている。　
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　また、試薬入り先端キャップ３２は、例えば円筒形状の透明容器３２ａ内に、汚れ物質
中における蛋白質検出を行う試薬液３２ｂが収納されている。この試薬液３２ｂは、例え
ばビウレット反応用のもので、水酸化ナトリウムと硫酸銅の水溶液からなる。なお、蛋白
質検出の代わりに、ＡＴＰを検出する試薬を用いるようにしても良い。
【００３９】
　また、この円筒形状の透明容器３２ａの上端には、例えば実施例１のシール膜１７或い
は実施例２の第２変形例のシール部材２７と同様のシール膜３２ｃが設けてある。　
　図１２は図１１の評価装置１Ｄを用いて内視鏡２の管路８の清浄性を評価する様子を示
す。　
　次に図１３を参照して、清浄性を評価する手順を説明する。　
　ユーザは、最初のステップＳ２１において、図１２に示すように、内視鏡２の挿入部５
の先端側に、試薬入り先端キャップ３２を外部と密閉した状態に取り付ける。或いは挿入
部５の先端側を試薬入り先端キャップ３２内に密閉する。　
　次のステップＳ２２において、ユーザは綿付き管路ブラシ３１の先端の綿部３１ｂを滅
菌水（滅菌された剥離液でも良い）で濡らして、内視鏡２の挿入口９から管路８（具体的
には処置具チャンネル）の先端開口側に向かって、管路８内を綿部３１ｂで擦りつけるよ
うにして挿入する。
【００４０】
　このように管路８内面に綿部３１ｂを擦りつけるようにして挿入することにより、擦り
つけない場合よりも、管路８内面に付着した汚れ物質中における蛋白質をより確実に採取
できる。　
　次のステップＳ２３において先端開口より出てきた綿付き管路ブラシ３１の綿部３１ｂ
が試薬液３２ｂに完全に浸った状態で、一定時間（例えば、ビウレット反応に要する反応
時間）、待つ或いは放置する。　
　図１２においては、内視鏡２の管路８内を挿通して先端開口から突出した（２点鎖線で
示す）綿付き管路ブラシ３１の先端をこの試薬液３２ｂ内に浸けた状態を示している。そ
して、この試薬液３２ｂによる蛋白質検出に必要な反応時間、この場合にはビウレット反
応時間、放置する。　
　次のステップＳ２４において、一定時間、経過後の試薬液３２ｂの色の変化を観察する
。より詳細に確認するために分光器でビウレット反応に対応する色（波長）の光の透過率
或いは吸光率の測定を行うようにしても良い。
【００４１】
　そして、ステップＳ２５に示すようにその観察結果、つまり色の変化の程度により、綿
部３１ｂに付着した、すなわち管路８（具体的には処置具チャンネル）内に残留していた
蛋白質を簡易的に定量化した評価結果を取得することができる。　
　この場合には、洗浄消毒の処理が十分に行われたか否かを管路８内面の付着物における
蛋白質の有無を検出することにより、洗浄消毒の処理、つまり清浄性に関する評価結果を
得ることができる。　
　具体的には、試薬液３２ｂが、例えば紫色に変化していた場合には、洗浄消毒の処理が
不十分という評価結果となり、紫色に変化していない場合には洗浄の処理が十分という評
価結果を得ることができる。　
　本実施例によれば、内視鏡２のチャンネル等の細くて長い管路８内に付着或いは残留す
る汚れ物質中の蛋白質等を簡便に精度良く評価できる。
【００４２】
　また、本実施例によれば、単に管路内に剥離液を送液した場合よりも綿部３１ｂによる
ブラシングを行うことにより、管路８の内面により強固に付着した付着物としての汚れ物
質中の蛋白質を採取できる。　
　また、汚れ物質と反応して呈色（変色）する例えばビウレット反応に必要な試薬が予め
調製されて試薬入り先端キャップ３２内に入っているため、従来例に比べ試薬調合の手間
が省ける。　
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　なお、上述の説明では汚れ物質中における蛋白質を検出する例で説明しているが、ＡＴ
Ｐを検出する場合にも適用できる。また、本実施例を菌検出に利用することもできる。　
　図１４Ａは実施例３の変形例を示す。本変形例は、図１２の試薬入り先端キャップ３２
の代わりに、滅菌水、（滅菌された）剥離液等の溶液３５ａを入れた容器３５を採用した
ものである。　
　なお、図１４Ａは、図１２における内視鏡２の先端部５ａから綿付き管路ブラシ３１が
突出された部分を拡大して示し、容器３５の内部は外部と密閉されている。
【００４３】
　そして、内視鏡２の先端開口から突出された綿付き管路ブラシ３１の綿部３１ｂをこの
溶液３５ａ内に浸ける。また、本変形例では、この容器３５の底部側には開閉するコック
３６を経てフィルタ１６を設けた菌回収ユニット４が取り付けられている。　
　また、本変形例では、この容器３５の側面には、振動を与える振動装置３７が着脱自在
に取り付けられる。　
　そして、この振動装置３７により、この容器３５に振動を与えることにより、内部の綿
部３１ｂにも振動が印加され、綿部３１ｂに付着した菌を溶液３５ａ側に離脱させやすく
できる。　
　このようにして振動を与えた後は、コック３６を開いて、溶液３５ａを菌回収ユニット
４内に流し込み、その際、フィルタ１６を通す。この後は、例えば実施例１と同様の手順
で評価結果を得ることができる。
【００４４】
　なお、上記の例では管路ブラシ３１の先端に綿部３１ｂを設けた例で説明したが、例え
ば図１４Ｂに示すようにワイヤ３１ａの先端側にシリコンラバーからなるヘラ３８を複数
設けた構成の管路ブラシ３９を採用しても良い。この場合、綿部３１ｂの場合とほぼ同様
の効果を有する。　
　また、試薬液３２ｂを実施例１或いは実施例２の菌回収ユニットのフィルタ１６を通す
ようにしても良い。そして、試薬液３２ｂを濾過したこのフィルタ１６を実施例１或いは
２で説明したように培地液を注入して、所定時間経過後の培地液の表面の観察により、洗
浄消毒の処理に対する評価を得ることもできる。
【００４５】
（実施例４）
　次に図１５を参照して本発明の実施例４を説明する。図１５は本発明の実施例４におけ
る評価装置１Ｅを示す。実施例１から３までは、管路の内部の清浄性に関する評価を行う
装置であったが、この実施例は、例えば内視鏡２の外部表面に対する清浄性に関する評価
を行う装置である。　
　この評価装置１Ｅは、評価対象部分から直接、菌を採取又は回収するのに用いられるフ
ィルタ本体（以下、単に本体と略記）４１と、この本体４１により採取した菌をトラップ
したフィルタに培地液を与え、菌を培養するための培地チューブ（単にチューブと略記）
４２とを備える。　
　本体４１は、例えば薄板或いはシート形状の袋或いは収納部４３を備え、この収納部４
３を形成する一方の面（以下では上面とする）がフィルタ４３ａで形成されている。　
　このフィルタ４３ａは、細菌を濾過しないで捕捉（トラップ）するために、例えば０．
４５μｍ以下の多数の孔が設けられている、或いは０．４５μｍ以下の網目形状にされて
いる。
【００４６】
　また、このフィルタ４３ａの上面は、最初は滅菌された状態で、カバーフィルム４４で
覆われており（なお、以下の把持部４６も覆われている）、このフィルタ４３ａは、その
上面と（収納部４３側となる）内面との両面と収納部４３の内部が無菌状態である。　
　また、この収納部４３は、外部に開口する口金部が、例えばねじ込みキャップ４５で覆
われている。また、この口金部と反対側には、ユーザが本体４１を把持して以下の作業を
行い易くするための把持部４６が設けてある。　
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　また、チューブ４２は、予め滅菌されたチューブ本体４２ａ内に滅菌された培地液４２
ｂが収納されており、外部に開口する口金は滅菌されたキャップ４２ｃで覆われている。
　次に図１６を参照して本実施例による評価対象の医療機器として、例えば内視鏡２の外
装部分に対する消毒の処理の評価を行う手順を説明する。
【００４７】
　最初のステップＳ３１においてユーザは、本体４１からカバーフィルム４４を外す。カ
バーフィルム４４を外した状態の本体４１を、図１７Ａに示す。　
　次のステップＳ３２において、本体４１におけるカバーフィルム４４を外して露呈した
清浄なフィルタ４３ａ面を、評価対象の例えば内視鏡２の挿入部５の外表面にしっかりと
貼り付けるように押さえつける。その後、例えば把持部４６を把持して本体４１を、内視
鏡２から外す。図１７Ｂは、本体４１を、内視鏡２の挿入部５の外表面に押さえつけた状
態を示す。　
　次に本体４１のねじこみキャップ４５を外し、また、チューブ４２のキャップ４２ｃも
外す。そして、次のステップＳ３３において、チューブ４２の口金を本体４１の口金部に
差し込むことにより接続し、チューブ４２を手で潰すようにしてチューブ４２内の培地液
４２ｂを本体４１の収納部４３内に注入する。この様子を図１７Ｃに示す。
【００４８】
　この場合、図示していないが滅菌された袋内に本体４１を収納して密閉された状態で行
うと、フィルタ４３ａ面の汚染を防止できる。或いはチューブ４２内の培地液４２ｂを本
体４１の収納部４３内に短時間に注入することにより、空中からの汚染を低減できる。　
　チューブ４２内の培地液４２ｂを殆ど空になるまで、収納部４３内に注入した後、ねじ
込みキャップ４５を取り付ける。　
　次のステップＳ３４において、本体４１の上面のフィルタ４３ａを上にして、例えば専
用のシャーレ４８に入れ適温で培養する。図１７Ｄは専用のシャーレ４８に収納した様子
を示す。　
　そして、ステップＳ３５に示すように所定時間後に、フィルタ４３ａの状態を観察する
。より具体的には、フィルタ４３ａにおける培養された菌数を測定して、洗浄消毒の処理
に対する評価結果を得ることができる。
【００４９】
　本実施例によれば、煩雑な操作が不要で、洗浄消毒の処理に対する評価結果を取得でき
る。また、クリーンルームを必要としないで、実施が可能である。また、熟練した無菌操
作が不要である。　
　図１８Ａは第１変形例の本体４１Ｂを示す。本変形例の本体４１Ｂは、収納部４３内に
予めゲル状の培地液４２ｂが充填されている。従って、培地液４２ｂを注入するための口
金部を必要としない。また、図１８Ｂは、本体４１Ｂの断面構造を示す。　
　使用方法は、実施例４とほぼ同様であり、この場合には培地液４２ｂを注入する作業が
不要となる。そして、空中からの汚染を防止して、清浄性の評価結果を取得できる。　
　図１９は第２変形例の評価装置本体４１Ｃを示す。本変形例の評価装置本体４１Ｃは、
固形培地５１を収納した容器５２と、この容器５２の開口する上面を覆う上蓋５３とから
なる。本変形例は、内視鏡の先端部の先端面など、細かい構造を有する医療機器部分の消
毒の処理を確認（評価）する場合に適する。この場合の作業は以下のようになる。
【００５０】
　図２０に示すように、容器５２の上蓋５３を外して、例えば内視鏡２の挿入部５の先端
面を固形培地５１に押し付け或いは差し込み、すぐに抜く。そして、再び上蓋５３で蓋を
して、所定時間、培養して、その結果を観察する。つまり菌を培養して菌の有無や菌の概
略の個数等を測定する。そして、挿入部５の先端面等、細かい構造を有する医療機器部分
の消毒の処理が十分であるか否かの確認ができる。　
　なお、図２０に示すように内視鏡２の先端面を押し付ける場合、容器５２の上面側に２
点鎖線で示すシール部材５４を取り付けておくことにより、内視鏡２の先端面を固形培地
５１に押し付ける場合に密閉した状態を維持し、空中などからの雑菌等による汚染防止を
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行うようにしても良い。　
　また、上述した実施例等を部分的に組み合わせる等して構成される実施例等も本発明に
属する。また、本発明は、内視鏡の管路の場合の他に、管路を備えた処置具などの医療機
器にも適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　繰り返し内視鏡検査に使用される内視鏡の管路が十分に洗浄消毒されているかを確認す
る。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は本発明の実施例１の評価装置を使用例で示す図。
【図２】図２は評価装置をキット状態で示す図。
【図３】図３は評価する手順を示すフローチャート。
【図４】図４は剥離液を回収する状態での菌回収ユニット部分を示す図。
【図５】図５は培地液を注入している状態での菌回収ユニット部分を示す図。
【図６Ａ】図６Ａは評価装置を送気管路及び送水管路に適用した様子を示す図。
【図６Ｂ】図６Ｂは剥離液ユニットを吸引口金に接続して清浄性の評価を行う様子を示す
図。
【図７】図７は本発明の実施例２の評価装置を使用例で示す図。
【図８】図８は評価する手順を示すフローチャート。
【図９Ａ】図９Ａは実施例２の第１変形例における菌回収ユニットの構成を使用例で示す
図。
【図９Ｂ】図９Ｂは菌回収容器から外した、フィルタを下端に設けた上蓋を示す図。
【図９Ｃ】図９Ｃは、図９Ｂにおける上蓋の下端のフィルタを培地容器の培地に押し付け
た状態を示す図。
【図９Ｄ】図９Ｄは、図９Ｃの後にフィルタを残して培地容器の上面を上蓋で覆った状態
を示す図。
【図１０Ａ】図１０Ａは実施例２の第２変形例における内視鏡の管路を通した剥離液を回
収する構成例を示す図。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは回収容器に回収した剥離液を菌回収ユニットに装着して菌をフィ
ルタでトラップする構成例を示す図。
【図１１】図１１は本発明の実施例３の評価装置の構成を示す図。
【図１２】図１２は本発明の実施例３の評価装置を使用例で示す図。
【図１３】図１３は評価する手順を示すフローチャート。
【図１４Ａ】図１４Ａは実施例３の変形例における剥離液を回収する容器周辺部の構成例
を示す図。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは実施例３における綿部を用いたブラシの変形例を示す図。
【図１５】図１５は本発明の実施例４の清浄性評価装置の構成を示す図。
【図１６】図１６は評価する手順を示すフローチャート。
【図１７Ａ】図１７Ａはカバーフィルムを外した状態のフィルタ本体を示す図。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、図１７Ａのフィルタ本体を内視鏡の挿入部の外表面に押さえつ
けるようにした状態を示す図。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、図１７Ｂの操作後のフィルタ本体にチューブを接続して培地液
を注入している様子を示す図。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、図１７Ｃの操作後のフィルタ本体をシャーレに収納した状態を
示す図。
【図１８Ａ】図１８Ａは実施例４の第１変形例のフィルタ本体の構成を示す斜視図。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、図１８Ａの断面図。
【図１９】図１９は実施例４の第２変形例の評価装置本体の構成を示す斜視図。
【図２０】図２０は、図１９の評価装置本体の固形培地に内視鏡の挿入部の先端面を押し
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付けた様子を示す図。
【符号の説明】
【００５３】
１、１Ｂ…（内視鏡用洗浄消毒）評価装置、２…内視鏡、３、２２…剥離液ユニット、３
ｄ…剥離液、４、４Ｂ、４Ｃ…菌回収ユニット、５…挿入部、５ａ…先端部、８…管路、
９…挿入口、１１…菌回収容器、１２…上蓋、１３、１５，２２ａ…シリンジ、１４…培
地液、１６…フィルタ、１７…シール膜、１９ａ…送気管路、１９ｂ…送水管路、２０ｂ
…吸引管路、２３…回収容器

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】
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【図８】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】

【図１５】
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【図１６】 【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】

【図１７Ｄ】

【図１８Ａ】

【図１８Ｂ】

【図１９】
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【図２０】



(21) JP 2009-195554 A 2009.9.3

フロントページの続き

(72)発明者  辻　英貴
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者  金森　洋祐
            東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目４３番２号　オリンパスメディカルシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C061 GG11  JJ11  JJ17 



专利名称(译) 内窥镜消毒评估设备

公开(公告)号 JP2009195554A 公开(公告)日 2009-09-03

申请号 JP2008041676 申请日 2008-02-22

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯医疗株式会社

申请(专利权)人(译) オリンパスメディカルシステムズ株式会社

[标]发明人 羽鳥鶴夫
永井由紀
木下俊成
辻英貴
金森洋祐

发明人 羽鳥 鶴夫
永井 由紀
木下 俊成
辻 英貴
金森 洋祐

IPC分类号 A61B1/00 A61B1/12

CPC分类号 A61B1/00057 A61B1/125 A61B2090/702 A61L2/18 A61L2/28

FI分类号 A61B1/00.300.B A61B1/12 A61B1/00.630 A61B1/00.650 A61B1/12.510

F-TERM分类号 4C061/GG11 4C061/JJ11 4C061/JJ17 4C161/GG11 4C161/JJ11 4C161/JJ17

代理人(译) 伊藤 进

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种内窥镜清洁/消毒评估设备，该设备能够获得关于
内窥镜导管清洁度的高度可靠的评估结果。 解决方案：包含剥离液3d的
剥离液单元3的连接接口部分3c连接到在内窥镜2的插入部分5中提供的管
路8的近端侧的插入端口9上。 设置有通道8的远端开口的插入部5的远端
部5a以通过密封膜17与外部密封的状态安装于设置在细菌捕集容器11的
上盖12中的开口，该细菌收集容器11的上盖12中设置有过滤器16。 。 
通过注射器13的抽吸操作，剥离液3d被抽吸到插入口9中，并通过过滤器
16从尖端开口经由导管8进一步捕集。 将培养基提供给过滤器16并进行
培养，观察结果，并根据细菌的存在与否获得清洁度的评估结果。 [选型
图]图1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0fc9b7b5-2e97-4e1a-adaf-b2519b04f57d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040998703/publication/JP2009195554A?q=JP2009195554A

